
　

今
ま
で
何
度
も
書
い
て
き
ま
し

た
が
、
茂
原
市
の
財
政
健
全
化
の

取
り
組
み
は
、
と
て
も
順
調
に
推

移
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
負
債

は
約
７
７
８
億
円
か
ら
約
５
７
８

億
円
に
ま
で
２
０
０
億
円
も
削
減

し
、
財
政
調
整
基
金
（
茂
原
市
の

貯
金
）
も
約
３
億
円
か
ら
約
50
億

円
に
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

も
は
や
第
二
の
夕
張
市
と
は
呼
ば

せ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
ほ
っ
と
で
き
た
の
も

つ
か
の
間
、
今
後
の
10
年
を
見
据

え
て
み
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業

が
目
白
押
し
で
す
。

・
小
中
学
校
の
エ
ア
コ
ン
設
置

・
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
建
設・運
営

・
水
害
対
策

・
新
市
民
会
館
の
建
設

・
認
定
こ
ど
も
園
の
整
備

・
保
育
所
の
耐
震
化

・
道
路
橋
梁
の
イ
ン
フ
ラ
対
策

・
庁
舎
の
大
規
模
改
修

・
市
民
体
育
館
大
規
模
改
修

・
下
水
道
施
設
の
維
持
管
理

・
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
大
規
模
改
修

　

こ
れ
ら
を
ざ
っ
と
見
積
も
っ
て

も
約
２
０
０
億
円
以
上
か
か
り
、

さ
ら
に
広
域
の
事
業
で
あ
る
、

・
ご
み
の
焼
却
施
設
基
幹
整
備
事
業

・
ご
み
の
最
終
処
分
場
の
建
設

・
消
防
庁
舎
の
建
設

・�

水
道
事
業
の
統
合
（
１
２
０
億

円
あ
る
企
業
債
）

・�

病
院
事
業
の
見
直
し
（
長
生
病

院
の
赤
字
対
策
）

を
含
む
と
さ
ら
に
莫
大
な
事
業
費

用
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
ど
う
し
て
も
最
重
要
案
件
か

ら
順
番
に
対
処
し
て
い
か
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。

　

ま
た
ソ
フ
ト
の
面
で
は
、
増
大

す
る
扶
助
費
へ
の
対
応
が
喫
緊
の

大
き
な
課
題
に
な
っ
て
く
る
と
思

わ
れ
ま
す
。
生
活
保
護
費
、
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
、
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
の
扶
助
費
は
増
加
の
一
途

を
た
ど
り
、
特
に
介
護
保
険
に
つ

い
て
は
、
団
塊
の
世
代
が
75
歳
以

上
と
な
る
２
０
２
５
年
を
ピ
ー
ク

に
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
増
大
、
保
険

料
の
上
昇
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
さ

ら
に
国
で
議
論
さ
れ
て
い
る
「
保

育
料
の
無
償
化
」
が
決
ま
る
と
、

そ
れ
も
ま
た
大
き
な
増
要
因
と
な

り
ま
す
。

　

財
政
の
健
全
化
に
取
り
組
み
な

が
ら
、
こ
れ
ら
の
事
態
に
い
か
に

取
り
組
ん
で
い
く
か
、
大
変
頭

の
痛
い
作
業
が
続
き
そ
う
で
す
。

「
入い

る
を
量
り
て
出い

ず
る
を
制
す
」

の
精
神
の
下
、
粛
々
と
事
業
を

行
っ
て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

同
じ
千
葉
県
内
で
も
、
浦
安
市
、

成
田
市
な
ど
、
安
定
収
入
の
あ
る

自
治
体
は
さ
ほ
ど
悩
ま
な
く
て
も

ど
ん
ど
ん
前
向
き
な
施
策
を
打
て

て
、
何
と
も
羨
ま
し
く
思
う
今
日

こ
の
頃
で
す
。

市
長
が
行
く

10
年
で
２
０
０
億
は
減
ら
し
た
け
れ
ど

茂
原
市
長　

田

中

豊

彦

No.104

「市長と話し合う会」

意見交換のテーマを�
� 決定しました！
①　防災・防犯について

②　有害鳥獣対策について

　参加を希望される方は、直接会場にお越しくださ
い。
　自由な雰囲気で意見交換が行われるよう、皆さん
のご配慮をお願いします。

◆開催日時・場所
　11月18日㊐　�13時30分～ 16時�

市役所市民室

お問い合わせは、秘書広報課（3階）
☎（20）１５１２、6（20）１６０１へ。

「茂原市空家等の適切な管理に
関する条例（案）」に関する意見
募集（パブリックコメント）
　市では、平成27年５月に施行された「空家等対
策の推進に関する特別措置法」を円滑に運用すると
ともに市民の生活環境の保全を図るため、上記「条
例（案）」の制定を進めており、広く皆さんのご意見
をいただくため、意見を募集します。

◆募集期間　11月５日㊊～ 12月5日㊌
◆閲覧場所　�建築課、同課ウェブページ、本納支所、

市役所１階情報公開コーナー
◆提出方法　�書面の持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール�

持参の場合は、8時30分～ 17時15分�
（土日、休日を除く）

提出・お問い合わせは、
〒297-8511　茂原市道表1番地　建築課（８階）
kentiku＠city.mobara.chiba.jp
☎（20）１５８８、6（20）１６０６へ。
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